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今月のほっとする言葉

　転んだら

　ゆっくりゆっくり

　起きればいい
三笠書房「こころが楽になるほっ
とする言葉」より
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５月のごみ収集日のご案内
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収集日当日の午前８時３０分までに

指定の集積場へ出してください。

可燃ごみ（生ごみ）
収集日

有害ごみ

蛍光灯

鏡ほか

夜間窓口開設について 午後５時１５分～８時

税などの納付が夜間でも行えるように、次のとおり

夜間窓口を開設しています。

税務課　　　４月３０日（金）、　５月３１日（月）

瑞穂支所　 ４月２２日（木）、　５月２７日（木）

和知支所　 ４月３０日（金）、　５月２８日（金）

【問】企画財政課　電話８２－３８０１

今月の町税などの納期限

町税などの納付は納期限までに済ませましょう。

納期限を過ぎると、督促手数料および延滞金

が加算されます。

　なお、町税は納期限から一定期間を経過す

ると、広域連合「京都地方税機構」において徴

収業務を行います。
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瑞穂地区４

町営バス料金の改定について

　令和３年４月１日から町営バスの料金を一律２００

円に改正しました。（高齢者半額乗車券や身体障害

者手帳をお持ちの方、小学生以下は料金１００円）

　２００円～４００円の回数券をお持ちの方は、１００

円、２００円の回数券に交換しますので、本庁または

支所までお越しください。

【問】にぎわい創生課　電話８２－３８０９

-

-

-

振替納税の確認が取れた方に対して、５月中旬に

口座振替済通知書兼納税証明書を送付します。車

検などに納税証明書が必要となる場合がありますの

で、大切に保管してください。

　なお、車検証対象外の車種および前年度以前に

未納がある場合は証明書有効期限の欄を「＊」で表

示しています。

【問】税務課　電話８２－３８０２

軽自動車税（種別割）を口座振
替でお支払いされている方へ

軽自動車税　種別割（全期分）【問】税務課８２－３８０２

国民健康保険税（第１期分）【問】税務課８２－３８０２

上水道使用料（４月分）【問】上下水道課８３－９１０５

下水道使用料（４月分）【問】上下水道課８３－９１０５

ＣＡＴＶ利用料（インターネット含む・３月分）　 

       　　【問】京丹波町情報センター８８－５０００

４月３０日（金）納期限　

-

-

-

-

２７日（木）

２８日（金）

３１日（月）

◆実施窓口　　 本庁住民課および各支所

◆窓口開設日

　本庁　　　　　　４月３０日（金）、５月３１日（月）

　瑞穂支所　　　４月２２日（木）、５月２７日（木）

　和知支所　　　４月３０日（金）、５月２８日（金）

◆開設時間　　 午後５時１５分～８時

※夜間納付窓口と同日時に開設します。

※マイナンバーカードの交付は午後５時２０分～７時まで

◆取扱内容

　住民票、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明

　書、印鑑登録、マイナンバーカード交付

証明書等交付夜間窓口について

※広域交付住民票、戸籍関係、税関係の証明書

　などは発行できません。

※転入・転出などの住民異動届、健康保険の届出

　などはできません。

※マイナンバーカードの交付は予約制です。

◆マイナンバーカードの交付予約

　開設日の前日までに、電話にて予約してください。

※交付通知書を受け取られた方で、平日の日中に

　受け取りに来られない方が対象です。

　町ホームページにも掲載しています。不明な点は

下記へ問い合わせてください。

【問い合わせと予約先】

住民課　　　電話８２ー３８０３　

瑞穂支所　 電話８６－０１５０

和知支所　 電話８４－０２００

京丹波町介護福祉士育成修学
資金貸与制度のご案内

京丹波町の地域福祉の充実に必要な介護人材

の育成と確保を図るため、養成施設などの修学に

必要な資金をお貸しします。

◆対象者

　次のいずれにも該当する人

　・令和２年度に養成施設などに就学した人または　

　 令和３年度に養成施設などに入学することが決定  

　 している人

　・養成施設などを卒業した日から１年を経過する日  

　 までに、京丹波町内で介護福祉士として介護など 

　 の業務に従事する意思がある人

◆貸与額や対象経費など

　・貸与額

　　１学年につき１００万円まで（２学年分まで）

　・貸付利息　無利息

　・対象経費など　養成施設などの入学金および授

　　業料（実習費を含む）の合計の範囲内の額

◆申請期限

　修学資金の対象となる年度（学年）の１２月末まで

　に申請してください。

◆申請手続き

　・貸与の申請にあたっては、連帯保証人１人が必

　 要です。

　・申請される方は、下記の申請書および必要書類

　 を提出してください。

　①京丹波町介護福祉士育成修学資金貸与申請書

　②養成施設などに在学している人は在学証明書

　　または入学することが決定している人は入学手

　　続きが完了していることを証する書類

　③本人および連帯保証人の住民票（本籍の記載

　　があるもの）の写し

　④本人および連帯保証人の印鑑登録証明書

　⑤修学資金（入学金・授業料など）の年額が証明

　　できる書類

◆返還の免除

　卒業後、１年以内に京丹波町内の福祉施設（事

業所）で職員として雇用され、引き続き３年間、介護

福祉士として従事された場合は、修学資金の返還

を免除します。

※申請には、定員やその他にも条件などがあります

　ので、詳しくは下記へお問い合わせください。

【問】福祉支援課（瑞穂保健福祉センター内）

　　　電話８６ー１８００












